
  

一 

○
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
九
十
九
号
（
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
試
験
方
法
を
定
め
る
件
）
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 

改 
 

正 
 

後 

 

改 
 

正 
 

前 

端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令

第
十
五
号
）
別
表
第
一
号
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認

定
等
に
関
す
る
試
験
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

第
一
～
第
六 

（
略
） 

第
七 

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
規
定
す
る
方
式
の
無
線
設
備
を

使
用
す
る
端
末
機
器
の
試
験
方
法
は
、
別
表
第
六
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
八 

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
第
二
号
に
規
定
す
る
非
静
止
衛
星

に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移

動
地
球
局
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
移
動
電
話
端
末
の
試
験
方
法
は
、
別
表
第

七
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
九 

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
に
規
定
す
る
方
式
の
う
ち
送
信

バ
ー
ス
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
端
末
機
器
の
試
験
方
法

は
、
別
表
第
八
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
十 

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
方
式
の
無
線
設
備
を

使
用
す
る
端
末
機
器
の
試
験
方
法
は
、
別
表
第
九
号

端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令

第
十
五
号
）
別
表
第
一
号
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認

定
等
に
関
す
る
試
験
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

の
と
お
り
と
す
る
。 

第
一
～
第
六 

（
略
） 

  

第
七 

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
第
二
号
に
規
定
す
る
非
静
止
衛
星

に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移

動
地
球
局
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
移
動
電
話
端
末
の
試
験
方
法
は
、
別
表
第

六
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
八 

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
に
規
定
す
る
方
式
の
う
ち
送
信

バ
ー
ス
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
端
末
機
器
の
試
験
方
法

は
、
別
表
第
七
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
九 

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
方
式
の
無
線
設
備

を
使
用
す
る
端
末
機
器
の
試
験
方
法
は
、
別
表
第
八
号

別
表
第
一
号
～
別
表
第
五
号
 
（
略
）
 

の
と
お
り
と
す
る
。 

別
表

第
六

号
 

別
表
第
一
号
～
別
表
第
五
号
 
（
略
）
 

無
線

設
備

規
則

第
四

十
九

条
の

六
の

九
に

規
定

す
る

方
式

の
無

 



  

二 

線
設
備
を
使
用
す
る
端
末
機
器
の
試
験
方
法
 

一
 
基
本
的
機
能
（
発
信
）
 

１
 
測
定
用
機
器
は
、
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
（
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九

に
規
定
す
る
方
式
の
無
線
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ

と
す
る
。
 

２
 
測
定
回
路
ブ
ロ
ッ
ク
図
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 

３
 
測
定
手
順
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 
被
検
機
器
か
ら
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
に
対
し
て
、
発
信
動
作

を
行
う
。
 

㈡
 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
と
被
検
機
器
と
の
間
で
、
通
信
が
で
き

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

㈢
 
こ
の
と
き
、
被
検
機
器
か
ら
送
出
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
確
認
す
る
。
 

二
 
基
本
的
機
能
（
応
答
）
 

１
 
測
定
用
機
器
は
、
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
と
す
る
。
 

２
 
測
定
回
路
ブ
ロ
ッ
ク
図
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

                     

被
検
機
器

 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

R
F
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続
 



  

三 

 

３
 
測
定
手
順
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
か
ら
被
検
機
器
に
対
し
て
、
発
信
動
作

を
行
う
。
 

㈡
 
被
検
機
器
へ
の
着
信
を
確
認
し
て
か
ら
、
通
信
開
始
動
作
（
応
答
）
を

行
う
。
 

㈢
 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
と
被
検
機
器
と
の
間
で
、
通
信
が
で
き

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

㈣
 
こ
の
と
き
、
被
検
機
器
か
ら
送
出
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
確
認
す
る
。
 

三
 
基
本
的
機
能
（
切
断
）
 

１
 
測
定
用
機
器
は
、
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
と
す
る
。
 

２
 
測
定
回
路
ブ
ロ
ッ
ク
図
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 

３
 
測
定
手
順
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 
通
信
中
に
被
検
機
器
か
ら
、
切
断
を
行
う
。
 

                     

被
検
機
器
 

Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

R
F
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続
 

被
検
機
器
 

Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

R
F
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続
 



  

四 

㈡
 
こ
の
と
き
、
被
検
機
器
か
ら
送
出
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
確
認
す
る
。
 

㈢
 

Ｌ
Ｔ

Ｅ
設

備
用

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

と
被

検
機

器
と

の
間

を
通

信
中

に
す

る
。
 

㈣
 
通
信
中
に
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
か
ら
、
切
断
を
行
う
。
 

㈤
 
こ
の
と
き
、
被
検
機
器
か
ら
送
出
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
確
認
す
る
。
 

四
 
発
信
時
の
制
限
機
能
 

１
 
測
定
用
機
器
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

㈡
 
オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ
 

２
 
測
定
回
路
ブ
ロ
ッ
ク
図
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 

３
 
測
定
手
順
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 
被
検
機
器
か
ら
発
信
動
作
を
行
い
、
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
か

ら
は
応
答
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
出
し
な
い
で
お
く
。
 

㈡
 
被
検
機
器
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
送
出
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

㈢
 

選
択

信
号

の
送

出
の

終
了

か
ら

送
信

を
停

止
す

る
ま

で
の

時
間

又
は

                     

被
検
機
器
 

Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

R
F
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続
 

オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ
 



  

五 

発
信

操
作

か
ら

電
波

が
停

止
す

る
ま

で
の

時
間

が
規

定
さ

れ
て

い
る

時

間
内
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

五
 
送
信
タ
イ
ミ
ン
グ
 

１
 
測
定
用
機
器
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

㈡
 
オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ
 

２
 
測
定
回
路
ブ
ロ
ッ
ク
図
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 

３
 
測
定
手
順
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 

Ｌ
Ｔ

Ｅ
設

備
用

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

の
遅

延
時

間
を

任
意

の
値

に
設

定
す

る
。
 

㈡
 
被
検
機
器
か
ら
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
に
対
し
て
発
信
し
、
通

信
状
態
を
確
立
す
る
。
 

㈢
 

被
検

機
器

か
ら

の
信

号
が

Ｌ
Ｔ

Ｅ
設

備
用

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

に
指

定
さ

れ
た
サ
ブ
フ
レ
ー
ム
に
お
い
て
送
信
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

㈣
 

最
後

の
受

信
サ

ブ
フ

レ
ー

ム
と

最
初

の
送

信
サ

ブ
フ

レ
ー

ム
の

時
間

                     

被
検
機
器
 

Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

R
F
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続
 

オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ
 



  

六 

差
を
オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ
に
よ
り
測
定
し
、
そ
の
時
間
差
が
規
定
さ
れ
て
い

る
時
間
内
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

六
 
ラ
ン
ダ
ム
ア
ク
セ
ス
制
御
 

１
 
測
定
用
機
器
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

㈡
 
オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ
 

２
 
測
定
回
路
ブ
ロ
ッ
ク
図
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 

３
 
測
定
手
順
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 
被
検
機
器
に
対
し
て
、
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
を
正
常
に
応
答

す
る
よ
う
に
設
定
し
、
ラ
ン
ダ
ム
ア
ク
セ
ス
制
御
を
開
始
す
る
信
号
を
送

出
す
る
。
こ
の
信
号
に
対
し
て
、
被
検
機
器
が
ア
ク
セ
ス
プ
ロ
ー
ブ
信
号

を
送
出
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

㈡
 

こ
の

ア
ク

セ
ス

プ
ロ

ー
ブ

信
号

に
対

す
る

Ｌ
Ｔ

Ｅ
設

備
用

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
か
ら
の
送
信
許
可
信
号
を
、
被
検
機
器
が
受
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、

被
検

機
器

が
ア

ク
セ

ス
プ

ロ
ー

ブ
信

号
の

送
信

を
停

止
す

る
こ

と
を

確

                     

被
検
機
器
 

Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

R
F
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続
 

オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ
 



  

七 

認
す
る
。
 

㈢
 

Ｌ
Ｔ

Ｅ
設

備
用

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

か
ら

の
送

信
許

可
信

号
か

ら
被

検
機

器
が
情
報
の
送
信
を
開
始
す
る
ま
で
の
間
の
サ
ブ
フ
レ
ー
ム
数
は
、
Ｌ
Ｔ

Ｅ
設

備
用

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

か
ら

の
U
L
 
D
e
l
a
y
情

報
に

従
っ

た
サ

ブ
フ

レ

ー
ム
数
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

㈣
 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
を
、
被
検
機
器
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
プ
ロ

ー
ブ
信
号
に
応
答
し
な
い
よ
う
に
設
定
し
、
被
検
機
器
か
ら
発
信
す
る
。
 

㈤
 
被
検
機
器
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
プ
ロ
ー
ブ
信
号
の
送
出
が
、
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備

用
シ

ミ
ュ

レ
ー

タ
か

ら
指

定
さ

れ
た

回
数

を
繰

り
返

す
こ

と
を

確
認

す

る
。
 

㈥
 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
を
、
被
検
機
器
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
プ
ロ

ー
ブ
信
号
に
対
し
、
送
信
禁
止
信
号
を
送
出
す
る
よ
う
に
設
定
し
、
被
検

機
器
か
ら
発
信
す
る
。
 

㈦
 
㈤
の
確
認
を
行
う
。
 

七
 
タ
イ
ム
ア
ラ
イ
ン
メ
ン
ト
制
御
 

１
 
測
定
用
機
器
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

㈡
 
オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ
 

２
 
測
定
回
路
ブ
ロ
ッ
ク
図
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

                     



  

八 

 

３
 
測
定
手
順
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 

Ｌ
Ｔ

Ｅ
設

備
用

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

の
タ

イ
ム

ア
ラ

イ
ン

メ
ン

ト
設

定
値

を
任
意
の
値
に
設
定
し
、
被
検
機
器
か
ら
発
信
す
る
。
 

㈡
 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
か
ら
の
指
示
に
従
い
、
被
検
機
器
が
タ

イ
ム
ア
ラ
イ
ン
メ
ン
ト
制
御
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

八
 
送
信
停
止
指
示
に
従
う
機
能
 

１
 
測
定
用
機
器
は
、
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
と
す
る
。
 

２
 
測
定
回
路
ブ
ロ
ッ
ク
図
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 

３
 
測
定
手
順
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 
被
検
機
器
か
ら
発
信
を
行
い
、
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
と
被
検

機
器
と
の
間
で
通
信
状
態
を
確
立
す
る
。
 

                     

被
検
機
器
 

Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

R
F
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続
 

被
検
機
器
 

Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

 
R
F
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続
 

オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ
 

 



  

九 

㈡
 

Ｌ
Ｔ

Ｅ
設

備
用

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

か
ら

切
断

を
指

示
す

る
信

号
を

送
出

す
る
。
 

㈢
 
被
検
機
器
が
、
切
断
確
認
信
号
を
送
出
し
た
後
、
待
受
状
態
に
な
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

九
 
位
置
登
録
制
御
 

１
 
測
定
用
機
器
は
、
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
と
す
る
。
 

２
 
測
定
回
路
ブ
ロ
ッ
ク
図
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 

３
 
測
定
手
順
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 

待
受

状
態

の
被

検
機

器
を

Ｌ
Ｔ

Ｅ
設

備
用

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

と
接

続
す

る
。
 

㈡
 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
の
位
置
情
報
を
「
Ａ
」
に
設
定
し
、
報

知
情
報
の
自
律
的
な
位
置
登
録
実
施
に
関
す
る
項
目
の
設
定
を
行
う
。
 

㈢
 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
の
位
置
情
報
を
「
Ｂ
」
に
変
え
る
。
 

㈣
 
被
検
機
器
が
、
位
置
登
録
を
要
求
す
る
信
号
を
送
出
す
る
こ
と
を
Ｌ
Ｔ

Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
の
表
示
で
確
認
す
る
。
 

㈤
 

Ｌ
Ｔ

Ｅ
設

備
用

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

の
位

置
登

録
を

し
ば

ら
く

変
更

し
な

い
ま
ま
経
過
さ
せ
る
。
 

                     

被
検
機
器
 

Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

R
F
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続
 



  

一

〇 

㈥
 

被
検

機
器

が
Ｌ

Ｔ
Ｅ

設
備

用
シ

ミ
ュ

レ
ー

タ
に

対
し

て
位

置
登

録
を

要
求
す
る
信
号
を
再
度
送
出
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

十
 
チ
ャ
ネ
ル
切
替
指
示
に
従
う
機
能
 

１
 
測
定
用
機
器
は
、
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
と
す
る
。
 

２
 
測
定
回
路
ブ
ロ
ッ
ク
図
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 

３
 
測
定
手
順
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 
被
検
機
器
か
ら
発
信
を
行
い
、
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
と
被
検

機
器
と
の
間
で
通
信
状
態
を
確
立
す
る
。
 

㈡
 

Ｌ
Ｔ

Ｅ
設

備
用

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

か
ら

被
検

機
器

に
チ

ャ
ネ

ル
を

指
定

す
る
信
号
を
送
出
す
る
。
 

㈢
 
被
検
機
器
が
、
通
信
中
に
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
か
ら
の
チ
ャ

ネ
ル

を
指

定
す

る
信

号
で

指
定

チ
ャ

ネ
ル

へ
の

切
り

替
え

指
示

を
受

信

す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

㈣
 

Ｌ
Ｔ

Ｅ
設

備
用

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

と
被

検
機

器
と

の
間

で
指

定
チ

ャ
ネ

ル
に
切
り
替
わ
り
、
通
信
が
継
続
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

十
一
 
受
信
レ
ベ
ル
通
知
機
能
 

１
 
測
定
用
機
器
は
、
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
と
す
る
。
 

                     

被
検
機
器
 

Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

R
F
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続
 



  

一

一 

２
 
測
定
回
路
ブ
ロ
ッ
ク
図
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 

３
 
測
定
手
順
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
の
チ
ャ
ネ
ル
Ａ
（
参
照
信
号
）
の
出
力

レ
ベ
ル
を

㈡
 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
の
報
知
情
報
に
よ
り
、
受
信
レ
ベ
ル
通

知
条
件
を
送
信
す
る
。
 

チ
ャ
ネ
ル
Ｂ
（
参
照
信
号
）
の
出
力
レ
ベ
ル
よ
り
大
き
く
設
定

す
る
。
 

㈢
 

被
検

機
器

と
Ｌ

Ｔ
Ｅ

設
備

用
シ

ミ
ュ

レ
ー

タ
と

の
間

を
チ

ャ
ネ

ル
Ａ

に
よ
り
通
信
状
態
を
確
立
す
る
。
 

㈣
 

Ｌ
Ｔ

Ｅ
設

備
用

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

の
チ

ャ
ネ

ル
Ｂ

の
出

力
レ

ベ
ル

を
変

更
し
、
チ
ャ
ネ
ル
Ａ
と
チ
ャ
ネ
ル
Ｂ
を
同
一
レ
ベ
ル
と
す
る
。
 

㈤
 
被
検
機
器
が
受
信
レ
ベ
ル
通
知
信
号
を
送
信
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

十
二
 
受
信
レ
ベ
ル
等
の
劣
化
時
の
自
動
的
な
送
信
停
止
機
能
 

１
 
測
定
用
機
器
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

㈡
 
オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ
 

２
 
測
定
回
路
ブ
ロ
ッ
ク
図
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

                     

被
検
機
器
 

Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

R
F
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続
 



  

一

二 

 

３
 
測
定
手
順
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 
被
検
機
器
か
ら
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
側
へ
発
信
す
る
。
 

㈡
 
被
検
機
器
と
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
と
の
間
で
、
通
信
用
の
チ

ャ
ネ
ル
を
確
立
す
る
。
 

㈢
 

Ｌ
Ｔ

Ｅ
設

備
用

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

か
ら

の
送

信
波

の
レ

ベ
ル

を
一

定
時

間
低
下
さ
せ
、
被
検
機
器
か
ら
の
送
信
波
が
停
止
す
る
こ
と
を
オ
シ
ロ
ス

コ
ー
プ
で
確
認
す
る
。
 

十
三
 
重
要
通
信
確
保
の
た
め
の
機
能
 

１
 
測
定
用
機
器
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

㈡
 
プ
リ
ン
タ
 

２
 
測
定
回
路
ブ
ロ
ッ
ク
図
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

                     

被
検
機
器
 

Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

R
F
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続
 

オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ
 



  

一

三 

 

３
 
測
定
手
順
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

㈠
 

被
検

機
器

に
挿

入
さ

れ
た

U
n
i
v
e
r
s
a
l
 
S
u
b
s
c
r
i
b
e
r
 

㈡
 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
か
ら
報
知
情
報
に
よ
っ
て
、
㈠
に
よ
っ

て
確

認
さ

れ
た

A
C
に

対
し

て
規

制
を

す
る

よ
う

な
規

制
情

報
を

報
知

す

る
。
 

I
d
e
n
t
i
t
y
 
M
o
d

u
l
e
（

以
下

「
U
S
I
M
」

と
い

う
。

）
内

の
A
C
（
A
c
c
e
s
s
 
C
l
a
s
s
）
を
、
被

検
機

器
が

U
S
I
M
を

持
た

な
い

場
合

に
は

被
検

機
器
に
登
録
さ
れ
て
い
る

A

C
を
確
認
す
る
。
 

㈢
 
被
検
機
器
が
発
信
で
き
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

㈣
 
Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
か
ら
報
知
情
報
に
よ
っ
て
、
㈠
に
よ
っ

て
確

認
さ

れ
た

A
C
に

対
し

て
規

制
を

し
な

い
よ

う
な

規
制

情
報

を
報

知

す
る
。
 

㈤
 
被
検
機
器
が
発
信
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

                 

別
表
第
七
号
～
別
表
第
九
号
 
（
略
）
 

別
表
第
六
号
～
別
表
第
八
号

 

 
（
略
）
 

被
検
機
器
 

Ｌ
Ｔ
Ｅ
設
備
用
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

R
F
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続
 

プ
リ
ン
タ
 


